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資料４ 用語の説明 
 

 

 

 

◇188（いやや）で見守り隊 

 消費者トラブルから高齢者を守るため自発

的に見守り活動を行う団体・企業等の集まり。 

 「188」は消費者ホットラインの電話番号。 

 

◇医療機関 

 医療提供施設と同義語であるが、本計画で

は、調剤薬局以外の薬局や訪問看護ステーシ

ョン等の施設を含む広義的な用語として用い

ている。 

 

◇医療提供施設 

 病院、診療所、介護老人保健施設、調剤を

実施する薬局その他の医療を提供する施設。 

 

◇医療療養病床 

主として長期にわたり療養を必要とする患

者を入院させるための病床（療養病床）のう

ち、介護療養病床以外の医療保険適用の病床

をいう。 

 

◇インフォーマルサービス 

 公的機関や専門職による制度に基づくサー

ビスや支援（フォーマルサービス）以外の支

援をいう。具体的には、家族、地縁、友人、

ボランティアなどの制度に基づかない援助な

どが挙げられる。 

 

◇ＥＰＡ   

２以上の国（又は地域）の間で、貿易の自

由化に加え、投資、人の移動、知的財産の保

護、様々な分野での協力の要素等を含む幅広

い経済関係の強化を目的とする協定。ＥＰＡ

の発効により、原則として外国人の就労が認

められていない介護分野において、一定の要

件（母国の看護学校卒業者等）を満たす外国

人が、日本の介護福祉士国家資格の取得を目

的とすることを条件に、特別養護老人ホーム

等において就労・研修することを特例的に認

めている。2018 年３月現在、インドネシア、

フィリピン、ベトナムの３か国から受入れを

実施している。 

 

◇オーラルフレイル 

 要介護状態に至るには、身体機能や認知機

能が衰えるフレイルといわれる時期がある。

口腔機能が低下している状態をオーラルフレ

イルという。 

 

 

 

◇介護医療院 

「日常的な医学管理」や「看取り・ターミ

ナルケア」等の医療機能と「生活施設」とし

ての機能とを兼ね備えた新たな介護保険施設。

2018 年に創設された。 

 

◇介護サービス 

介護保険に基づき、2000 年に創設された

要介護者及び要支援者を対象としたサービス

の総称であり、訪問介護等の居宅サービスや

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）等

の施設サービス、及び地域密着型サービスを

いう。 

 

◇介護サービス事業者 

介護保険法に基づき、知事や市町長の指定を

受けた介護保険による介護サービス（訪問介護

等）を提供する者。 

 

◇介護支援専門員（ケアマネジャー） 

介護保険の要支援、要介護の認定を受けた

人や家族等から相談を受け、その心身の状況

に応じ、適切なサービスを組み合わせた介護

サービス計画（ケアプラン）を作成し、市町、

介護サービス事業者、介護保険施設等との連

絡調整を行う者をいう。 

 

◇介護専用型特定施設 

特定施設（有料老人ホーム、養護老人ホーム、

軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住

宅）のうち、入居者が要介護者とその配偶者（及
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び３親等以内の親族等）に限られているものを

いう。 

 

◇介護認定審査会 

 要支援・要介護の審査・判定のため、市町

が設置する組織。保健、医療、福祉の学識経

験者を市町村長が委員として任命する。なお、

介護認定審査会は、地方自治法上の附属機関

に該当し、複数の市町村で共同設置すること

ができ、広域連合や一部事務組合が設置する

こともできる。 

 

◇介護の未来ナビゲーター 

 介護の未来ナビゲーターは、若い世代の介

護の仕事への理解を深めるため、出前講座や

イベント等を活用した情報発信活動を行う県

内介護サービス事業所で働く若手介護職員。

静岡県知事から委嘱を受け、活動している。 

 

◇介護福祉士 

社会福祉士及び介護福祉士法に基づいて国

家資格として確立された福祉専門職であり、専

門知識と技術を持って、心身の障害で日常生活

に支障がある人に対する身体介護や自立支援、

介護者に対する介護指導を行う者をいう。 

 

◇介護保険施設 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介

護医療院、介護療養型医療施設の総称である。 

 

◇介護保険法 

加齢に伴って生ずる心身の変化により、介護

を必要とする状態になった人について、その有

する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるよう、国民の共同連帯の理念に基づき、

必要なサービスの給付を行う介護保険制度の

根拠となる法律であり、2000 年４月に施行さ

れた。 

 

◇介護マーク 

認知症の人を介護する家族からの要望を受

けて、静岡県が 2０10 年に作成した介護中

であることを表示するマーク。 

  

◇介護マーク普及協力事業所 

 事業活動に際して可能な範囲で「介護マー

ク」の普及に協力することを申し出ていただ

いた事業所に対して、県が「協力事業所」と

して指定した事業所。 

 

◇介護予防事業 

 介護保険の被保険者が要支援・要介護状態と

なることの予防を目的に実施されるもので、心

身の状況改善のみを目指すのではなく、生活機

能全体の維持・向上を通じ、居宅で活動的で生

きがいのある生活や人生を送ることができる

よう支援する事業をいう。 

 

◇介護離職ゼロ 

2015 年 9 月、安倍首相は、少子高齢化等

の構造的な問題に真正面から挑み、日本の未

来を切り開く新たな国づくりとして「一億総

活躍社会」の実現に向けた基本方針「新・三

本の矢」を掲げた。「介護離ゼロ」は、その

中の第３の矢である「安心につながる社会保

障」において、実現すべき課題とされたもの。

在宅や施設でのサービスの整備の加速化や、

介護人材の確保により、必要となる介護サー

ビスの確保を図るとともに、介護休業を取り

やすくするなど働く環境改善・家族支援を行

うことにより、介護のために離職せざるをえ

ない状況となる人をなくすことを目指す。 

 

◇介護療養病床 

病院及び診療所の療養病床等のうち、要介護

者に対して療養上の管理、医学的管理下の介護

等を行うための介護保険適用の病床をいう。こ

のサービスを行う病院及び診療所を「介護療養

型医療施設」という。 

 

◇介護ロボット 

上肢や下肢に装着して運動機能等を補助し

たり、食事・入浴・排泄の支援、ベッドから

車椅子への移乗など、要介護者の生活の質の

維持・向上や、介護者の負担軽減に資する介

護分野で使用されるロボットをいう。国は、

高齢者人口の増加や介護職員不足に対応する

ため、介護ロボットの開発・導入を進めてい

る。 

 

◇回復期病院 

本計画では、急性期を経過した患者への在
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宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを

提供する機能を有する病院をいう。 

 

◇かかりつけ医 

なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟

知して、必要な時には専門医、専門医療機関を

紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、

福祉を担う総合的な能力を有する医師をいう。 

 

◇かかりつけ薬局 

患者さんが飲んでいる薬を一元的に、継続

的に管理し、いつでも相談に応じる薬局。 

複数の医療機関からの薬の重複や危険な飲

み合わせ（相互作用）等の確認や訪問薬剤管

理、薬や健康に関する相談等を通じて薬物療

法の有効性・安全性を確保する。 

 

◇看護小規模多機能型居宅介護事業所 

介護保険法により、複合型サービス（小規

模多機能型居宅介護（訪問、通い、宿泊）に

加え、必要に応じて訪問看護を提供するサー

ビス）を提供する事業所として市町長の指定

を受けたものをいう。 

 

◇機能強化型訪問看護ステーション 

通常の訪問看護ステーションよりも、人員

基準が高めに設定されており、24 時間対応、

ターミナルケア、重症度の高い患者の受入れ

を行い、同一敷地内に居宅介護支援事業所を

設置することで、医療と介護の一体的なサー

ビスを提供する機能を持った訪問看護ステー

ション。 

 

◇機能訓練指導員 

日常生活を営むのに必要な機能の減退を防

止するための訓練を行う能力を有する者（理

学療法士、作業療法士、看護職員、柔道整復

師等の資格を有する者）をいう。 

 

◇キャラバン・メイト 

認知症サポーター養成講座の講師役であり、

自治体等が主催するキャラバン・メイト養成

研修を修了し、全国キャラバン・メイト連絡

協議会に登録された者をいう。 

 

 

◇キャリアパス制度 

中長期的な職業経歴上の道筋で、能力、資

格、経験に応じた給与・処遇体系を定める制

度のこと。 

 

◇急性期病院 

本計画では、急性期の患者に対し、状態の

早期安定化に向けて、医療を提供する機能を

有する病院をいう。 

 

◇居住系サービス 

居宅サービス等のうち、実質的には施設に入 

居して介護サービスの提供を受ける「特定施設

入居者生活介護」や「認知症対応型共同生活介

護（グループホーム）」のことをいう。 

 

◇居宅 

本計画上の定義として、生活の拠点である自

宅、高齢者向け住宅、有料老人ホーム、軽費老

人ホーム、養護老人ホームをいう。 

 

◇居宅サービス 

訪問介護、訪問看護、通所介護、通所リハビ

リテーション、短期入所生活介護、福祉用具貸

与等の在宅で生活する要介護者及び要支援者

を対象としたサービスをいう。 

 

◇減塩５５プログラム 

脳卒中（脳血管疾患）の予防に向け、5 年

で５％の減塩を目標に 2015 年度に新たに

開発した取組 

 

◇健康寿命 

介護等を必要とせず、日常的に制限なく自

立した生活ができる期間をいう。 

 

◇健康マイレージ 

日々の運動や食事、休養などの目標を達成

できた場合や、健康診断の受診、健康講座や

スポーツ教室、ボランティアなどの社会参加

を行った場合にポイントを付与し、一定のポ

イントを達成した人には、「ふじのくに健康い

きいきカード」を発行し、「ふじのくに健康い

きいきカード協力店」でサービスが受けられ

る制度。 
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◇言語聴覚士（ＳＴ） 

厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士

の名称を用いて、音声機能、言語機能又は聴

覚に障害のある者についてその機能の維持向

上を図るため、言語訓練その他の訓練、これ

に必要な検査及び助言、指導その他の援助を

行う者をいう。 

 

◇高度急性期病院 

本計画では、急性期の患者に対し、状態の

早期安定化に向けて診療密度が特に高い医療

を提供する機能を有する病院をいう。 

 

◇高齢者コホート調査 

県民の健康寿命の延伸につながる要因を特

定するために、県内の高齢者約２万人を対象

に実施したアンケート調査及び追跡調査 

 

◇高齢者虐待 

高齢者が他者からの不適切な扱いにより権

利利益を侵害される状態や、生命・健康・生

活が損なわれるような状態に置かれることを

いう。傷害や拘束による身体的加害、脅迫や

言葉の暴力による心理的加害、搾取や横領と

いった経済的加害などの積極的・直接的な人

権侵害だけではなく、無視や保護の放棄、更

衣や排泄等の際に心情を考慮しない行為とい

った消極的・間接的な行為による人権侵害も

虐待行為に含まれる。 

 

◇高齢者の生活と意識に関する調査 

 県内の高齢者の生活実態や意識を把握し、長

寿社会保健福祉計画策定の基礎資料とするた

め、計画策定の前年度に県が共通調査票の作成、

集計を、市町が調査の実施等を行っている。 

 

◇高齢者福祉行政の基礎調査 

「県内の高齢者人口及び高齢者の世帯状況」

を把握し、高齢者対策の基礎資料とするため、

県が、毎年４月１日を基準日として調査を行っ

ている。 

 

◇高齢者保健福祉圏域 

老人福祉法の老人福祉圏域であり、都道府

県介護保険事業支援計画において、介護給付

等対象サービスの見込量を定める単位となる

区域で、本県では８圏域を定めている。老人

福祉圏域は、保健医療サービス及び福祉サー

ビスの連携を図るため、２次保健医療圏と一

致させることが望ましいとされており、本県

では一致した圏域としている。 

 

◇互助 

 家族・友人・近隣住民など、個人的な関係性

を持つ人同士が助け合い、それぞれが抱える生

活上の課題をお互いに解決しあう力。相互に支

え合う点では、共助と共通するが、共助は費用

負担が制度として裏付けられている（医療保険、

介護保険など）。 

 地域包括ケアシステムにおいては、様々な生

活上の課題を「自助・互助・共助・公助」の連

携によって解決する取組が必要となる。 

 

◇個別ケア 

効率性が重視された「集団ケア」に対して、

入所者一人ひとりの個性や生活リズムを尊重

して提供する介護サービスの手法。個別ケアを

実践する手法の一つとして「ユニットケア」が

ある。 

 

◇混合型特定施設 

 特定施設（有料老人ホーム、養護老人ホーム、

軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住

宅）のうち、介護専用型特定施設以外のものを

いう。 

 

 

 

◇災害派遣福祉チーム（DCAT） 

大規模災害発生時に福祉避難所等において、

要配慮者の福祉的ニーズを把握し生活の支援

に当たる社会福祉士や介護福祉士などから構

成される専門職チーム。 

 

◇サービス付き高齢者向け住宅 

 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基

づき登録された住宅で、主に 60 歳以上の入居

者に対し、状況把握及び生活相談サービスを提

供する。大半が食事提供等も行うため老人福祉

法に基づく有料老人ホームにも該当する。 

 

 

【さ】 
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◇在宅   

本計画上の定義として、病院以外の療養の

場である居宅（自宅、高齢者向け住宅、有料老

人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム）、

認知症対応型共同生活介護事業所、介護保険施

設をいう。 

 

◇在宅歯科医療推進室 

在宅等において療養し、疾病、傷病、障害等

のため通院による歯科治療が困難な者に対す

る歯科医療提供体制の充実を図るため、県民や

医療機関、介護事業者に対し歯科訪問診療実施

医療機関の情報提供を行うとともに、在宅歯科

医療に関する相談に応じる機関。 

 

◇在宅医療 

通院が困難な患者の居宅等において提供さ

れる医療のことをいい、訪問診療、往診、訪

問看護、訪問リハビリテーション等がある。 

 

◇在宅療養支援病院 

地域における患者の在宅療養の提供に主た

る責任を有し、訪問看護ステーション等との

連携により、24 時間体制で往診や訪問看護

を実施できる体制を有し、かつ、緊急時に在

宅療養患者が入院できる病床を常に確保して

いる病院。半径４㎞以内に診療所がないか、

または、200 床未満の病院であることが要件。 

 

◇在宅療養後方支援病院 

当該病院を緊急時に入院を希望する病院と

してあらかじめ当該病院に届け出ている患者

（入院希望患者）に対して在宅医療を提供し

ている医療機関と連携し、３月に１回以上、

診療情報の交換を行っており、緊急時にいつ

でも対応し、必要があれば入院を受入れる病

院。200 床以上の病院であることが要件。 

 

◇作業療法士（ＯＴ） 

厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法士

の名称を用いて、医師の指示の下に、身体又

は精神に障害のある人に対し、主に手先を使

う作業療法（手芸、工芸、治療的ゲーム等）

を用いて日常生活を営むための訓練等を行う

者をいう。医療機関や福祉施設等に従事する。 

 

◇サテライト型 

地域の実情等により効率的な事業実施のた

めに、訪問看護等において、本体事業所と密接

な連携を図ることを前提として別の場所に設

置される従たる事業所をいう。 

 

◇静岡県医療費適正化計画 

 高齢者の医療の確保に関する法律による

「医療費適正化を推進するための計画」に位

置付けられるもので、「住民の健康の保持」と

「医療の効率的な提供の推進」について、国

と政策目標を共有し、県民、医療保険者、医

療機関、市町等と協働して取り組んでいくた

めの計画である。 

 

◇静岡県社会福祉人材センター 

 社会福祉法に基づき、社会福祉施設等への

就労に関する無料職業紹介や福祉従事者への

各種研修等を行う機関。静岡県では、社会福

祉法人静岡県社会福祉協議会が運営に当たっ

ている。 

 

◇静岡県すこやか長寿祭 

高齢者のふれあいと生きがいづくり、世代間

交流の促進のために開催する、60 歳以上の県

民を対象としたスポーツ大会、文化交流や美術

展等をいう。 

 

◇静岡県地域医療構想 

医療需要の将来推計をもとに 2025 年の

４つの機能（高度急性期・急性期・回復期・

慢性期）ごとの必要病床数、在宅医療等の必

要量を推計し、バランスのとれた医療機能の

分化と連携を適切に推進し、急性期から退院

時の支援、在宅医療・介護までの一連のサー

ビスを切れ目なく総合的に確保するため、将

来のあるべき医療提供体制の方向性を明示し

たもの。 

 

◇静岡県地域福祉支援計画 

 社会福祉法の規定により、市町村は地域福

祉の推進に関する事項を一体的に定める計画

（「市町村地域福祉計画」）を策定することと

されている。「都道府県地域福祉支援計画」は、

市町村が「市町村地域福祉計画」の達成のた

めに公私の協働で進める取組を、県が広域的
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な見地から支援するために策定する計画であ

る。 

 

◇静岡県保健医療計画 

 医療法による「医療提供体制の確保を図る

ための計画」に位置付けられるもので、県民

がいつでも、どこでも、安心して必要な保健

医療サービスが受けられる体制を整備するた

めの保健医療施策の基本指針。６疾病（がん、

脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、

肝炎、精神疾患）、５事業（救急医療、災害時

における医療、へき地の医療、周産期医療、

小児救急を含む小児医療）について、指標と

数値目標を示しながら、２次医療圏ごとの医

療連携体制構築を進めるものである。 

 

◇シズケア＊かけはし 

 正式名称は静岡県在宅医療・介護連携情報

システム。 

静岡県在宅医療推進センターを設置する静

岡県医師会において、在宅医療分野における

連携を目的に2014年度から稼動した「静岡

県版在宅医療連携ネットワークシステム」を

2016 年度に、これまでの患者情報のみでな

く、施設・サービス情報等の共有や掲示板機

能等によるシステム利用者間の交流及び情報

発信を行うことのできる機能を追加すること

で、地域包括ケアシステムにおける連携を目

的としたシステム。 

 

◇シニア等人材バンク 

経験豊富なシニア等の就業と県内企業の人

材確保を支援するため、県ホームページ「し

ずおか就職 net」上に、「シニア等人材バンク」

を設置し、人材と企業とのマッチングを促進

するしくみ。 

 

◇シニア版 ふじ３３プログラム 

 65 歳以上を対象にしたふじ３３プログラ

ムで、自己チェック表などを簡素化したもの    

 

◇社会健康医学 

 医学・医療と社会・環境を包括した活動な

どを通じて人々の健康と福祉の向上を図るた

めの学問であり、人々の健康問題の原因を主

とした人間と社会・環境の関係性の中で分析

し、その予防方法や解決方法を研究する「公

衆衛生学」をベースに、「ゲノム情報疫学」、

「健康情報学」、「医療統計学」などの新しい

視点を加えたもの 

 

◇社会福祉協議会 

地域福祉の推進を図ることを目的として、

社会福祉法に基づき設立される民間団体をい

う。市町村社会福祉協議会は、原則として市

町村ごとに一つ設置され、社会福祉を目的と

する事業の企画・実施、住民の社会福祉活動

への参加の援助等を行う。県社会福祉協議会

は、広域的な見地から事業を実施するととも

に、人材の養成、市町村社会福祉協議会相互

の連絡・調整を行う。 

 

◇社会福祉士 

社会福祉士及び介護福祉士法に基づいて国

家資格として確立された福祉専門職で、身体や

精神の障害により日常生活に支障がある人や

家族に対し助言等を行う者をいう。 

 

◇社会福祉施設 

生活保護法の保護施設、老人福祉法の老人

福祉施設、障害者総合支援法の障害者支援施

設、児童福祉法の児童福祉施設、売春防止法

の婦人保護施設をいう。 

 

◇若年性認知症 

 65 歳未満で発症する認知症のことをいう。 

働き盛りで発症することから、就労や家事・

育児への影響など、高齢期の認知症とは異な

る課題がある。 

 

◇主任介護支援専門員 

 「主任介護支援専門員研修」を修了した介

護支援専門員であって、介護支援専門員が日

常的業務を行う上での相談・支援や困難事例

への指導・助言を行うなど、地域における包

括的・継続的なケアマネジメントを担う。地

域包括支援センター、居宅介護支援事業所等

に従事する。 

 

◇小規模多機能型居宅介護事業所 

 介護保険法により、登録された在宅の要介

護者（定員 29 人以下）を対象に、通いを中
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心として、随時訪問や宿泊を組み合わせてサ

ービスを提供する事業所として市町長の指定

を受けたものをいう。 

◇自立高齢者 

要支援・要介護認定を受けていない高齢者

のことをいう。 

 

◇身体介護 

訪問介護サービスのうち、食事介助、着替え、

おむつ交換等利用者の身体に直接触れて行う

サービスのこと。これに対し、掃除、洗濯、調

理など利用者の生活の手伝いをするサービス

を「生活援助」という。 

 

◇身体拘束 

介護保険施設等において入所者をベッドや

車いすに縛りつけたり、ベッドを柵で囲むなど、

入所者の身体の自由を奪うこととなる行為形

態。介護保険施設の運営基準においては、「入

所者の生命又は身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合」を除いて禁止されている。 

 

◇身体拘束ゼロ作戦 

身体拘束は、人権擁護の観点から問題があ

るだけでなく、高齢者の生活の質を根本から

損なう危険性を有している。身体拘束のない

ケアの実現に向け、「身体拘束ゼロ作戦」とし

て、国、県、介護現場等が一体となって様々

な取組を進めている。 

 

◇身体拘束ゼロ宣言 

身体拘束ゼロを目指して取組を実施してい

る事業所が行う宣言。 

 

◇住宅確保要配慮者 

高齢者、低額所得者、子育て世帯、障害者、

被災者など、経済的、社会的理由によって、

市場において自力で適正な水準の住宅を確保

することが困難であり、住宅の確保に特に配

慮を要する者をいう。 

 

◇スーパートランスファー 

利用者が持っている力を最大限に引き出す

ことにより、四肢麻痺がある方でも介護者一人

で安全に安楽に行える介助方法で、介護アドバ

イザーの青山幸広氏による介護における移乗

の技術（スーパートランス）。 

 

◇生活援助 

訪問介護サービスのうち、掃除、洗濯、調理

など利用者の生活の手伝いをするサービスの

こと。これに対し、食事介助、着替え、おむつ

交換等利用者の身体に直接触れて行うサービ

スを「身体介護」という。 

 

◇生活支援コーディネーター(地域支え合い

推進員) 

高齢者の生活支援等サービスの体制整備を

推進していくことを目的に、地域において、

生活支援等サービスの提供体制の構築に向け

資源（サービス）開発や関係者間のネットワ

ークの構築を行う者をいう。 

 

◇生活支援サービス 

 高齢者を始め住民の日常生活を支えるサー

ビス。見守り、外出支援、買い物、調理、掃

除などがこれにあたり、サービス提供の主体

を限定するものではない。 

 

◇生活相談員 

 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

等において、入所の相談・面接、入所者の生

活に関する相談、行政や医療機関等との連絡

調整を行う者をいう。 

 

◇成年後見制度 

認知症や知的障害、精神障害などにより判

断能力が十分ではない人の権利を擁護し生活

を支援するため、家庭裁判所により選任され

た後見人が財産管理や身上監護を行う法制度。 

 

◇生産年齢人口 

年齢別人口のうち労働力の中核をなす 15

歳以上 65 歳未満の人口層。 

 

◇全国健康福祉祭（ねんりんピック） 

スポーツや文化・芸術活動等を通じて、60

歳以上の方を中心とする国民の健康の保持・

増進、社会参加、生きがいの高揚等を図り、

ふれあいと活力のある長寿社会の形成に寄与

することを目的に、1988 年から毎年開催さ

れている全国的規模の祭典をいう。2006 年
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には、静岡県で「ねんりんピック静岡２００

６（第 19 回全国健康福祉祭しずおか大会）」

が開催された。 

 

◇新オレンジプラン 

 認知症の人の意思が尊重され、できる限り

住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮ら

し続けることができる社会の実現を目指すた

めに、国が 2015 年１月に策定した「認知症

施策推進総合戦略」  

 

 

◇ターミナルケア 

 終末期ケアとも呼ばれ、一般的には人生の

最終段階において、最期まで人間らしくある

よう、生活の質の向上を重視して提供される

医療、看護、介護を表現するものとして使わ

れている。 

 

◇退院前カンファレンス 

 退院に向けて患者とその家族が、病院内の

関係者（主治医、病棟看護師、退院調整担当

者等）や在宅療養の関係者（かかりつけ医、

訪問看護師、介護支援専門員等）とともに、

退院に関わる問題の明確化や目標の共有を目

的に実施する話し合い。 

 

◇第１号被保険者 

 市町村の住民のうち、65 歳以上の人をい

う。 

 

◇第２号被保険者 

 市町村の住民のうち、40 歳以上 65 歳未

満の医療保険加入者（被保険者、組合員等、

被扶養者）をいう。 

 

◇多床室 

介護保険施設等において複数のベッドを備

えている部屋のことで 4 人部屋が多く、プライ

バシーの確保が難しい反面、個室と比べ費用が

安い。 

 

◇団塊の世代 

第二次世界大戦後のベビーブーム（1947

年から 1949 年）に生まれた世代の塊をいう。 

 

◇地域共生社会 

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」

「受け手」という関係を超えて、地域住民や

地域の多様な主体が「我が事」として参画し、

人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸

ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮

らしと生きがい、地域をともに創っていく社

会のこと。 

 

◇地域医療介護総合確保基金 

 消費税増収分を財源として各都道府県に設

置している基金で、地域医療構想を実現する

ための施策など、毎年度作成する事業計画に

基づき基金を活用した事業を実施している。 

 

◇地域医療構想調整会議 

構想区域ごとに、医療関係者、医療保険者

その他の関係者から構成する医療法第 30 条

の 14 に基づく会議体で、関係者との連携を

図りつつ、将来の病床の必要量を達成するた

めの方策、その他の地域医療構想の達成を推

進するため必要な協議を行う。 

 

◇地域ケア会議 

市町や地域包括支援センターが多職種で高

齢者への適切な支援と必要な支援体制を検討

する会議。 

個別ケースの解決を行う個別会議と地域課

題の解決や施策形成等に繋げる推進会議があ

る。 

 

◇ 地域支援事業 

 被保険者が要支援・要介護状態になることを

予防するとともに、介護状態になった場合でも、

できる限り地域で自立した日常生活を営むこ

とができるよう支援することを目的として市

町村が行う事業をいう。 

 2015 年の介護保険制度の改正により、要支

援者を対象とした予防給付の訪問介護及び通

所介護が地域支援事業に移行されるとともに、

包括的支援事業に在宅医療・介護連携の推進、

地域ケア会議の充実、認知症施策の推進、生活

支援サービスの体制整備が新たに加わった。 

 これにより、必須事業の介護予防・日常生活

支援総合事業（介護予防・生活支援サービス事

業、一般介護予防事業）、包括的支援事業と任

【た】 
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意事業（介護給付費等費用適正化、家族介護支

援等）により構成されることとなった。 

 

◇地域福祉計画 

市町地域福祉計画は、地域福祉を推進する

主体である住民等の参加を得て、地域の生活

課題を発見し、行政と住民等の協働により解

決することを目指す計画。地域における高齢

者、障害のある人、児童、その他の福祉に関

して共通して取り組むべき事項が定められる。 

 

◇地域福祉コーディネーター（コミュニティ

ソーシャルワーカー） 

地域において生活上の課題を抱える個人や

家族に対し、関係する様々な専門家や事業者、

ボランティア等との連携を図り支援する。 

また地域の生活課題の共有化、住民のネッ

トワーク形成など、課題解決に向けて活動す

る。 

 

◇地域包括ケア推進ネットワーク会議 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、多

職種の連携を強化し、市町の体制整備に繋げ

るため、県内の地域包括ケアシステムの推進

を目的とする医療、福祉･介護の団体等で構成

する会議。全県（県会議）と各保健福祉圏域

（圏域会議）に設置している。 

 

◇地域包括ケアシステム 

地域の実情に応じて、高齢者が可能な限り、

住み慣れた地域で最期まで自分らしい生活を

送れるように、医療、介護、介護予防、住ま

い、生活支援が包括的に確保される体制をい

う。 

 

◇地域包括支援センター 

地域の高齢者の心と身体の健康の維持、保

健・福祉・医療の向上、生活の安定のために

必要な援助を包括的に行う中核機関であり、

各市町に設置されている。介護予防ケアマネ

ジメント、総合相談支援、権利擁護事業、包

括的・継続的ケアマネジメント業務を担う。 

 

◇地域密着型サービス 

小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機

能型居宅介護、夜間対応型訪問介護、認知症

対応型通所介護など、介護を必要とする人が

住み慣れた地域での生活を支えるためのサー

ビスをいう。 

 

◇地域密着型通所介護事業所 

定員 18 人以下の小規模な通所介護事業所

（デイサービス）で、原則として利用者は、

事業所のある市町の住民に限られる。 

 

◇地域密着型特定施設 

 有料老人ホームや養護老人ホームなどの介

護専用型特定施設のうち、定員 29 人以下の

小規模なものをいう。 

 

◇通所リハビリテーション事業所 

介護保険法により、通所リハビリテーショ

ンを提供する事業所で、理学療法、作業療法

等の必要なリハビリテーションを提供するこ

とで、心身の機能の維持回復を図る。 

なお、病院、診療所は保険医療機関の指定、

介護老人保健施設及び介護医療院は開設許可

があれば、指定があったものとみなされてい

る。 

 

◇定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

重度者の在宅生活を支えるため、日中、夜

間を通じて訪問介護と訪問看護が密接に連携

しながら定期巡回型訪問と随時の対応を行う

事業所として、介護保険法により、市町長の

指定を受けたものをいう。 

 

◇通所介護事業所 

老人福祉法の老人デイサービスセンターの

一つで、介護保険法により、要介護者及び要

支援者に対し、必要な日常生活の世話と機能

訓練を行うことで、利用者の心身機能の維持、

家族の負担軽減を図る事業所として知事の指

定を受けたものをいう。 

 

◇特定保健指導 

 特定健診の結果により、一定の判定項目に

該当するものに対して、生活習慣の改善を目

的に行う保健指導をいう。 
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◇２次保健医療圏 

医療法に基づき都道府県が定めるもので、特

殊な医療を除く入院医療に対応し、医療機関の

機能連携に基づく医療サービスと広域的・専門

的な保健サービスとの連携等により、包括的な

保健医療サービスを提供する圏域をいう。 

 

◇日常生活圏域 

地理的条件、人口、交通事情その他の社会

的条件等を総合的に考え市町が設定する区域

をいう。 

 

◇日常生活自立支援事業 

認知症、知的障害、精神障害等があるため

に判断能力が不十分な人に対して、自立した

地域生活が送れるように利用者との契約に基

づいて生活支援員を派遣し、福祉サービスの

利用援助、日常的な金銭管理などを行う事業。

実施主体である県社会福祉協議会からの委託

により市町社会福祉協議会が生活支援員の派

遣等を行う。 

 

◇認知症 

様々な原因により脳の記憶や認知機能等に

精神機能の障害が起こり生活に支障が出てい

る状態をいう。2005 年 12 月に「痴呆」か

ら「認知症」へ呼称が変更された。 

 

◇認知症カフェ 

 認知症の人やその家族、医療や介護の専門

職、地域の人など、誰もが気軽に参加できる

「集いの場」。 

 

◇認知症サポーター 

地域、企業、学校等において、認知症に関

する正しい理解や認知症高齢者に対する接し

方等について学ぶ「認知症サポーター養成講

座」の修了者であり、認知症の人や家族を温

かく見守る応援者をいう。 

 

◇認知症サポート医 

「認知症サポート医養成研修」を修了し、

「かかりつけ医認知症対応力向上研修」の講

師、地域の「かかりつけ医」への助言や支援

等の役割を担う医師をいう。 

 

◇認知症疾患医療センター 

 認知症疾患における鑑別診断や専門医療相

談、医療機関等の紹介、地域保健医療・介護

関係者への研修や連携等を行い、都道府県又

は指定都市が指定する専門医療機関をいう。 

◇認知症初期集中支援チーム 

 市町に設置され、複数の専門職（保健師、

看護師、介護福祉士、社会福祉士、精神保健

福祉士等）が、認知症が疑われる人、認知症

の人とその家族を訪問し、認知症の専門医に

よる鑑別診断等を踏まえて、観察・評価を行

い、本人や家族支援等の初期の支援を包括

的・集中的に行い、自立生活のサポートを行

うチームをいう。 

 

◇認知症対応型共同生活介護事業所 

介護保険法により、認知症の高齢者に対し

て、共同生活住居で、家庭的な環境と地域住

民との交流の下、入浴・排泄・食事等の介護

などの日常生活上の世話と機能訓練を行う事

業所として市町長の指定を受けたものをいう。 

 

◇認知症対応型通所介護事業所 

老人福祉法の老人デイサービスセンターの

一つで、介護保険法により、認知症の高齢者

に対して、居宅で自立した生活を営めるよう

通いにより入浴・排泄・食事等の介護などの

日常生活上の世話と機能訓練を行う事業所と

して市町長の指定を受けたものをいう。 

 

◇認知症地域支援推進員 

 市町において医療機関や介護サービス及び

地域の支援機関の間の連携を図るための支援

や認知症の人やその家族を支援する相談業務

等を行うために配置された者をいう。 

 

◇ねんりんピック → 全国健康福祉祭 

 

◇ノーマライゼーション 

障害のある人も無い人も、社会生活を送る

中で、社会的にも精神的にも分け隔てなく生

活し、共にいきいきと活動できる社会を目指

す考え方。 

 

【な】 
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◇ノーリフトケア 

一般社団法人日本ノーリフト協会が推進す

る、利用者の状態に合わせて福祉用具を有効

に活用し、介護者の腰痛予防にも資する介護

（ケア）のこと。 

 

 

 

◇ＢＣＰ 

災害など緊急事態が発生した際の事業継続

計画（Business Continuity Plan の略） 

 

◇ＢＰＳＤ 

認知症の行動と心理症状（Behavioral 

and  Psychological  Symptoms of 

Dementia）の頭文字をとったもの。記憶障

害を始めとする中核症状に対して、暴言や暴

力、興奮、抑うつ、不眠、昼夜逆転、幻覚、

妄想、せん妄、徘徊など、認知症の人の置か

れている環境や人間関係、性格などが絡みあ

って起きる症状のため、人それぞれ表れ方が

ことなる。 

 

◇避難行動要支援者 

「要配慮者」（高齢者、障害のある人、乳幼

児その他の特に配慮を要する者）のうち、災

害発生時等に特に避難支援を要する者をいう。 

 

◇福祉機器 

高齢者等の生活や介護・介助の支援のために

用いる機器・用具のこと。「福祉用具」ともい

う。 

 

◇福祉施設介護員 

児童福祉施設、身体障害者福祉施設、老人

福祉施設その他の福祉施設において、入所者

の身近な存在として日常生活の身の回りの世

話や介助・介護の仕事に従事する者をいう。 

 

◇福祉避難所 

一般の避難所では避難生活が困難な要配慮

者のため、バリアフリー対策が施され、福祉

サービス等が受けられるよう、あらかじめ指

定された社会福祉施設等をいう。 

 

 

◇福祉用具専門相談員 

福祉用具貸与事業所及び特定福祉用具販売

事業所（予防給付を含む。）において、要支援・

要介護認定者が福祉用具を選定する際に、専

門的知識に基づいて助言等を行う者をいう。 

 

◇ふじ３３プログラム 

 健康長寿の 3 要素（運動、食生活、社会参

加）のメニューを取り入れた静岡県独自の健

康長寿プログラム 

 

◇ふじのくに型人生区分 

 静岡県が 2015 年 6 月に新たな年齢区分

として提唱したもの。46 歳から 76 歳まで

を壮年として、さらに壮年初期、壮年盛期、

壮年熟期として 3 つの区分に分けている。 

 

◇ふじのくに型福祉サービス 

 年齢や障害の有無にかかわらず誰もが住み

慣れた地域で安心して暮らせるような垣根の

ない福祉を理念とした静岡県独自の福祉サー

ビスのこと。「居場所」、「ワンストップ相談」、

「共生型福祉施設」からなる。 

 

◇ふじのくに健康増進計画 

健康増進法第８条第１項の規定に基づく都

道府県健康増進計画であり、健康長寿日本一

の実現のため、「富国有徳の理想郷“ふじのく

に”づくり」を基本理念とし、「県民の健康寿

命の延伸と生活の質の向上」を目標に掲げた

本県の健康づくりの基本計画。2014年３月

に第３次計画を策定した。 

 

◇ふじのくにささえあい手帳 

 認知症の人やその家族、医療や介護の専門

職が情報を共有し、認知症の人の想いを尊重

し、状態に応じて適切なサービスが提供され

ることを目的して、県医師会と協力して、

2016年度に作成した、本県独自の認知症連

携パス。 

 

◇ふじのくに障害者しあわせプラン 

 障害者基本法に基づく「障害者計画」、障害

者総合支援法に基づく「障害福祉計画」及び

児童福祉法に基づく「障害児福祉計画」に位

置付けられるもので、障害のある人が分け隔

【は】 
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てられない共生社会の実現を基本目標に

2018 年 3 月に策定した。 

 

◇ふじのくにねっと 

 県内医療施設間で患者・診療情報を共有す

るためのＩＣＴネットワークシステムで、病

診連携・病病連携を始め、関連施設との情報

共有の利便性向上と効率化・迅速化を図り医

療提供体制を強化する。 

 

◇訪問介護員（ホームヘルパー） 

在宅の高齢者等の家庭を訪問して、介護や

生活支援を行う者をいう。介護福祉士等の資

格が必要である。サービスの実施主体である

社会福祉協議会や非営利団体、民間事業者な

どに所属している。 

 

◇訪問介護事業所 

介護保険法により、訪問介護員が要介護者

及び要支援者の居宅を訪問して、身体介護（入

浴・排泄・食事等）や生活援助（調理・洗濯・

掃除等）などのサービスを行う事業所として

知事の指定を受けたものをいう。 

  

◇訪問看護ステーション 

看護職員が常勤し、主治医と連携をとりな

がら訪問看護を実施するための拠点となる施

設をいう。介護保険法により、訪問看護及び

介護予防訪問看護を提供する事業所として知

事の指定を受けたものは、健康保険法の訪問

看護事業者とみなされる。 

 

◇訪問診療 

 在宅での療養を行っている患者であって、

疾病、傷病のために通院による療養が困難な

者に対して定期的に訪問して行われる診療。 

 

◇訪問薬剤管理 

 薬剤師が医師・歯科医師の指示により居宅

に訪問して行う薬剤管理業務。 

 薬をきちんと服用できるよう、患者の生活

スタイルに合わせた服薬時間や飲みやすい剤

形の医師、患者等への提案や残薬整理等を行

うとともに、在宅医療等に必要な麻薬や輸液、

医療材料等の供給を行う。 

 

◇ホームヘルパー → 訪問介護員 

 

◇ボディーメカ二クス 

 体の動きや力学などの知識を活用し、介護

の負担を軽減させる技術。 

 

◇ボランティアポイント制度 

高齢者が介護支援ボランティア活動を通じ

て、社会参加や地域貢献を行うとともに、自

らの健康増進を図ることを支援する制度で、

高齢者の介護支援ボランティア活動に対し、

その実績に応じてボランティアポイントを付

与し、蓄積ポイントを利用できるようにする

もの。 

 

 

 

◇慢性期病院 

ある程度病状が安定し、長期にわたり療養

が必要な患者を入院させる機能を有する病院

をいう。 

 

◇民生委員・児童委員 

民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委

嘱された非常勤の地方公務員（任期３年、無

報酬）で、児童福祉法に定める児童委員を兼

ねている。一定の区域を担当し、自らも地域

住民の一員という性格をもって住民の見守り

や相談活動を行い、必要に応じて専門機関へ

つないだり、福祉サービスの情報提供などを

行う。 

 

◇見守りネットワーク 

 地域住民、福祉団体、民間企業等が参加し、

高齢者等の捜索、通報、発見、保護、見守り

等を行う連携体制をいう。 

 

 

 

◇夜間対応型訪問介護事業所 

介護保険法により、夜間に定期的な巡回又

は随時の通報により、訪問介護員が居宅を訪

問して、入浴・排泄・食事等の介護などの日

常生活上の世話などを行う事業所として市町

村長の指定を受けたものをいう。 

 

【ま】 
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◇ユニットケア 

特別養護老人ホーム等で、10 人程度の少

人数で１ユニットをつくり、個室と共同生活

室（リビング）という在宅に近い居住環境の

中で、利用者一人ひとりの個性や生活のリズ

ムに合わせて、他の利用者との人間関係を築

きながら日常生活を過ごせるように介護を行

うことをいう。 

 

◇有床診療所 

 19 床以下の病床を備え、通院治療及び必

要があれば入院をして治療を行うことができ

る医療機関をいう。 

 

◇養介護施設 

老人福祉法に規定される老人福祉施設（地

域密着型施設を含む）や有料老人ホーム、介

護保険法に規定される介護老人福祉施設や介

護老人保健施設、介護療養型医療施設地域包

括支援センター、その他サービス付き高齢者

向け住宅等で現に介護サービスを従事してい

る居室等を指す。 

高齢者虐待においては、「養介護施設」の他、

老人福祉法に規定されている老人居宅生活支

援事業所、介護保険法に規定されている居宅

サービス事業・地域密着型サービス事業、居

宅介護支援事業・介護予防サービス事業・地

域密着型介護予防サービス事業・介護予防支

援事業をさす「養介護事業」をあわせた範囲

を「養介護施設等」の範囲としている。 

 

◇養護者 

同居・別居を問わず、高齢者を現に養護し

ている者であって養介護施設従事者等以外の

者をいう。 

 

◇要配慮者 

2013 年６月の災害対策基本法の一部改

正により、これまで一般的だった「災害時要

援護者」という用語に替わって用いられてい

る用語で、高齢者、障害者、乳幼児その他の

特に配慮を要する人をいう。 

 

 

 

 

 

 

◇RUN 伴 

 認知症になっても安心して暮らしていける

町を目指して、認知症の人や家族、支援者、

一般の人が少しずつリレーをしながらタスキ

を繫いで全国を縦断する認知症啓発イベント。 

 

◇理学療法士（PT） 

厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士

の名称を用い、身体に障害のある人に対して、

医師の指示の下、運動療法や物理療法（熱や

電気、水などを用いた療法）等を用いた機能

回復訓練を行う者をいう。医療機関やリハビ

リ施設、福祉施設等に従事する。 

 

◇療養病床 

主として長期療養を必要とする方が入院す

るための病床として医療法上の許可を受けた

病院・診療所の病床をいい、医療保険適用の

医療療養病床と介護保険適用の介護療養病床

がある。 

 

◇療養病床の再編成 

医療制度改革により、療養病床は、医療の

必要性の高い方を受け入れるものに限定して

医療保険で対応し、医療の必要性が必ずしも

高くない方に対しては、その方の状態にふさ

わしい介護サービス等が提供されるよう、療

養病床の介護保険施設等への転換を進めるも

のである。 

 

◇老人福祉法 

高齢者の福祉に関する原理を明らかにする

とともに、高齢者に対して、その心身の健康

保持及び生活の安定のために必要な措置を講

じ、もって高齢者の福祉を図ることを目的に、

1963 年に制定された。 

 

 

 

 

【ら】 


